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⑦ 雇用均等・児童福祉

　男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、職種の変更・雇用形態の変更、退職の
勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について労働者に対する性別を理由とした差別の禁止、間接差別の禁止、妊娠・出産等を理由
とした不利益取扱いの禁止等が定められている。 
　各都道府県労働局雇用均等室では、男女雇用機会均等法の履行確保を図るため、企業に対する指導を実施するとともに、労働者
等からの相談に対応し、都道府県労働局長の助言、指導、勧告及び、機会均等調停会議の調停によって紛争解決の援助を実施して
いる。 
 

雇用における男女の均等な機会と待遇の確保対策の概要 概　　要

雇用における男女の均等な機会と待遇の確保対策

性別による差別の禁止 

○　雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別の禁止（第5条・第6条） 
・　募集・採用、配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、職種・雇用形態の
変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について、性別を理由とする差別を禁止 

 
○　間接差別の禁止（第7条） 
・　労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして、厚
生労働省令で定める措置について、合理的な理由がない場合、これを講ずることを禁止 
【厚生労働省令で定める措置】 
○　労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること 
○　コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができる
ことを要件とすること 
○　労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること 
※　なお、省令で定めるもの以外については、均等法違反ではないが、裁判において、間接差別として違法と判断され
る可能性あり 

 
○　女性労働者に係る措置に関する特例（第8条） 
・　性別による差別的取扱いを原則として禁止する一方、雇用の場で男女労働者間に事実上生じている格差を解消すること
を目的として行う女性のみを対象とした措置や取扱いは違法でない旨を規定 

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止（第9条） 

・　婚姻、妊娠、出産を退職理由とする定めを禁止 
・　婚姻を理由とする解雇を禁止 
・　妊娠、出産、産休取得、その他厚生労働省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いの禁止 
・　妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠等による解雇でないことを証明しない限り無効 

セクシュアルハラスメント対策（第11条） 

・　職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を事業主に義務付け 

母性健康管理措置（第12条・第13条） 

・　妊娠中・出産後の女性労働者が保健指導・健康診査を受けるための時間の確保、当該指導又は診査に基づく指導事項を守る
ことができるようにするため必要な措置の実施を事業主に義務付け 

男女雇用機会均等法のポイント 
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ポジティブ・アクションに対する国の援助（第14条） 

・　男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための企業の積極的な取組（ポジティブ・アクション）を講ずる事業主に
対し、国は相談その他の援助を実施 

労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置 

○　企業内における苦情の自主的解決（第15条） 
○　労働局長による紛争解決の援助（第17条） 
○　機会均等調停会議による調停（第19条～第27条） 
　・　調停は、紛争の当事者の一方又は双方からの申請により開始 
　・　労働局長への申立て、調停申請などを理由とする不利益な取扱いの禁止 

法施行のために必要がある場合の指導 

○　厚生労働大臣又は労働局長による報告徴収、助言・指導・勧告（第29条） 
○　厚生労働大臣の勧告に従わない場合の企業名公表（第30条） 
○　報告徴収に応じない又は虚偽の報告をした場合、20万円以下の過料（第33条） 

※　妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント防止及び母性健康管理に関する義務は派遣先に
も適用（労働者派遣法第47条の2） 

第5条関係（募集・採用） 

第6条関係（配置・昇進・降格・教育訓練等） 

第7条関係（間接差別） 

第9条関係（婚姻、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い） 

第11条関係（セクシュアルハラスメント） 

第12条、13条関係（母性健康管理） 

第14条関係（ポジティブ・アクション） 

その他 

女性労働者 

男性労働者 

事業主 

その他 

合　計 

事　項 

1,591 

1,074 

462 

3,600 

15,799 

3,708 

338 

2,538 

12,184 

788 

9,910 

6,228 

29,110

2007年度 

（件） 

15,069

2007年度 

（件） 

相
談
内
容 

相
談
者 

都道府県労働局雇用均等室における男女雇用機会均等法の相談件数および是正指導件数 

１．相談 

２．是正指導（男女雇用機会均等法第5条～7条、第9条、第11条～13条等に係る法違反の是正指導） 

詳細データ ①
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（年） 

（％） （万人） 

資料：総務省統計局「労働力調査」 
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雇用者数の推移（全産業） 

昭和50

3,646 

32.0％ 

1,167 

55 

3,971 

1,354 

34.1％ 

60 

4,313 

35.9％ 

1,548 

平成2

1,354 

4,835 

37.9％ 

7 

38.9％ 

5,263 

2,048 

12 

2,140 

5,356 

40.0％ 

13 

40.4％ 

5,369 

2,168 

17 

41.3％ 

2,229 

5,393 

16 

41.1％ 

2,203 

5,335 

15 

40.8％ 

2,177 

5,335 

14 

40.5％ 

2,161 

5,331 

雇用者数（男女） 
女性雇用者数 
雇用者全体に占める女性割合 

18 

41.6％ 

2,277 

5,472 

19 

41.6％ 

2,297 

5,523 

詳細データ ②

（％） 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局「女性雇用管理基本調査」 

役職別管理職に女性が占める割合の推移 

係長 
課長 
部長 
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詳細データ ③
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取り組んでいる　20.7%

今後、取り組むこととしている　6.7％ 

今のところ取り組む予定はない　22.3％ 

今後の予定については、わからない 
　50.3％ 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局「平成18年度女性雇用管理基本調査」 

ポジティブ・アクションに取り組む企業 詳細データ ④

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局「平成18年度女性雇用管理基本調査」 

ポジティブ・アクションを推進することが必要な理由別企業割合 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他 

社会的趨勢であり、法律で規定されているため 

労働力人口の減少が見込まれているため 

男女ともに職務遂行能力によって評価されるという意識を高めるため 

労働者の職業意識や価値観の多様化に対応するため 

企業イメージの向上に資するため 

顧客ニーズに的確に対応するため 

職場全体としてのモラールの向上に資するため 

働きやすく公正に評価される企業として認められ､良い人材を確保できるため 

男女社員の能力発揮が生産性向上や競争力強化につながるため 

女性の能力が有効に発揮されることにより、経営の効率化を図るため 

1.8

65.3

56.2

53.9

33.8

28.0

19.9

36.4

66.8

15.9

11.9

（％） 

詳細データ ⑤


